
議員提出第３号議案  

 

   足立区議会委員会条例の一部を改正する条例  

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び会議規則第１

３条第１項の規定により提出する。  

  令和５年６月５日  

         提  出  者  

足立区議会議員   佐 々 木  まさひこ 

同         渡 辺  ひであき 

同         は た の  昭 彦 

同         富 田  けんたろう 

同         お ぐ ら  修 平 

同         長 谷 川  た か こ 

同         中 島  こういちろう 

同         か ね だ   正 

同         た だ  太 郎 

同         た が た  直 昭 

同         く ぼ た  美 幸 

同         ぬ か が  和 子 

 

足立区議会議長   工  藤   てつや   様  

 

（提案理由）  

 効率的な議会運営を行うため、規定を整備する必要があるので、本案

を提出する。  



   足立区議会委員会条例の一部を改正する条例  

 足立区議会委員会条例（昭和３１年足立区条例第６号）の一部を次の

ように改正する。  

 第２条第２項第１号中「８人」を「９人」に改め、同項第４号中「８

人」を「７人」に改める。  

   付  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  


